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CEL

一橋大学大学院法学研究科教授。

１９７４年京都大学法学部卒業。７６

年同大学大学院法学研究科修士

課程修了。７７年同大学院博士課

程退学。同年より同大学法学部助

手、７９年広島大学法学部助教授、

８７年大阪市立大学法学部助教授、

９１年一橋大学法学部教授を経て、

９９年より現職。著書は、『情報ネット

ワークの法律実務』（第一法規）、『消

費者六法（２００３年版）』（民事法

研究会）、『２１世紀の消費者政策と

食の安全』（コープ出版）など。 

松本　恒雄�
（まつもと・つねお）�
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